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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年3月11日(2021.3.11)

【公表番号】特表2020-507129(P2020-507129A)
【公表日】令和2年3月5日(2020.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2020-009
【出願番号】特願2019-556566(P2019-556566)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/20     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/02     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月25日(2020.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光器又は受光器の一方又は両方と、
前記発光器又は前記受光器の一方又は両方に隣接する光学フィルターと、
　を備えるシステムであって、前記光学フィルターは、
　可視光を散乱させるように構成された波長選択性散乱層と、
　前記発光器によって放射される、又は前記受光器によって受光される光の色偏差を補償
するように構成された所定の透過帯域を有する波長選択性反射層と、
　を含む、システム。
【請求項２】
　前記波長選択性散乱層は、近赤外光を透過するように構成されている、請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記透過帯域は、約４００～約６００ｎｍの波長を中心とする狭帯域を含む、請求項１
～２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項４】
　前記発光器又は前記受光器の一方又は両方は、近赤外域内の動作波長を有する、請求項
１～３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記波長選択性散乱層は、入射可視光の約５０％未満を透過し、前記波長選択性散乱層
は、入射近赤外光の約５０％超を透過する、請求項１～４のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記波長選択性散乱層は、入射可視光の約５０％超を散乱させる、請求項１～５のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記波長選択性散乱層は、第１の屈折率を有する光学媒質を含み、前記光学媒質は、複
数の粒子を含み、前記複数の粒子は、第２の屈折率及び約５μｍ未満の平均粒径を有し、
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前記第１の屈折率と前記第２の屈折率との絶対差は、約０．１未満である、請求項１～６
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記波長選択性散乱層は、第１の屈折率を有する光学媒質を含み、前記光学媒質は、複
数の粒子を含み、前記複数の粒子は、第２の屈折率及び約１μｍ未満の平均粒径を有し、
前記第１の屈折率と前記第２の屈折率との絶対差は、約０．２未満である、請求項１～７
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９】
　前記波長選択性散乱層は、第１の屈折率を有する光学媒質を含み、前記光学媒質は、複
数の粒子を含み、前記複数の粒子は、第２の屈折率及び約０．５μｍ未満の平均粒径を有
し、前記第１の屈折率と前記第２の屈折率との絶対差は、約０．４未満である、請求項１
～８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記波長選択性散乱層は、少なくとも２５％の可視ヘイズを有する、請求項１～９のい
ずれか一項に記載のシステム。
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